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ま  え  が  き 

 

大分県の年間の交通事故による死者数は、昭和４７年の２１２人をピークにその

後は減少傾向にあり、令和２年の死者数は４３人と約５分の１まで減少しました。 

これは、県、市町村及び関係機関・団体のみならず県民を挙げた長年にわたる努

力の成果であると考えられます。 

日出町においても交通事故件数は横ばいで推移していますが、国道３路線をはじ

め、大分自動車道・宇佐別府道路・大分空港道路が交差する高速・高規格道路の結

節点として日出町は大分県の交通の要衝となっており、町内の事故件数及び負傷者

数が今後増加する可能性も考慮しておかなければなりません。 

未だに交通事故の被害者及びその家族又は遺族（以下「交通事故被害者」という。）

となる方がいる現実から、交通事故の防止は、県、市町村、交通安全に関係する機

関・団体だけでなく、町民一人一人が全力を挙げて取り組まなければならない課題

です。人命尊重の理念のもとに、交通事故のない社会を目指して、交通安全対策全

般にわたる総合的かつ長期的な施策の大綱を定め、これに基づいた施策を推進して

いかなければなりません。 

このため、日出町から交通事故を撲滅することを目的に、昭和４５年６月に制定

された交通安全対策基本法（昭和４５年法律第１１０号）第２６条の規定並びに日

出町交通安全対策会議条例第２条に基づき、令和３年から令和７年までの５年間に

講ずべき交通安全に関する施策の大綱を「日出町第１１次交通安全計画」として定

めるものとします。 
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